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現在、多様な福祉サービスを提供する他の経営主体とのイコールフッティングや社会福

祉法人に対する税制の論議など、社会福祉法人（以下、法人）を取り巻く環境は、依然と

して厳しい状況にあります。 

また、福祉サービスに多様な経営主体が参入していることなどから、県民に法人の役割

やその意義等が正しく理解されているとは必ずしも言えません。 

 

このため、今般の社会福祉法人制度改革では、従前からの社会福祉事業（制度）にかか

る福祉サービス提供の中心的な役割を果たすとともに、他の経営主体や既存の制度では対

応できない、多様な福祉ニーズへのきめ細かな対応を通じた地域社会への貢献を各社会福

祉法人個々の責務として求めています（社会福祉法第 24条第２項）。 

 

しかしながら、限られた人員体制や財政的な事情等により、法人個々が継続的、安定的

にこれに取り組むことは困難な場合も少なくありません。また、その取組も一部地域にと

どまるなど、法人の役割等について県民の理解を促す上においても限界があります。 

 

このようなことから、法人に課せられた責務を実践する方策の一つとして、この度、県

内の法人が連携しながら地域社会に貢献していく仕組み（体制）となるべく「福井県内社

会福祉法人連携事業推進協議会」を設立する運びとなりました。 

 

今日の既存の制度や他の経営主体では対応できない多様化、複雑化する福祉ニーズに法

人が連携して取り組むことで、ニーズに応じた専門的、総合的な対応はもとより、活動の

継続性、安定性が確保され、そして、法人の役割等に対する県民の理解が促せるなど多く

の成果が期待されます。 

 

つきましては、この仕組み（体制）による取組を通じ、県内の全ての社会福祉法人が県

民から信頼され、それぞれの地域における身近な社会福祉拠点として必要不可欠な存在と

なるよう、趣旨にご賛同を賜り、本協議会に積極的にご入会くださるよう、衷心よりお願

い申し上げます。 
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